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アメリカにおける歴史的環境保全 
 

小幡氏が提出した論文の問題意識は、アメリカにおいて歴史的環境を保全する法制度がどのよ

うに形成されたかを立法・判例を通じて明らかにすると共に、そこから日本の法制度への示唆を

えようとするものである。 
第 1 章では、歴史的環境という概念の意味を検討し、従来の議論がこれを様々な観点からとら

えていることを示し、この概念が多面的かつ発展途上の概念であることを明らかにする。第 2 章

では、日本における歴史的環境保全の歴史・法制度を整理し、2009 年にはいわゆる「歴史まちづ

くり法」が制定されたものの、日本の法制度にはなお、地域指定の要件の厳格さ、経済的インセ

ンティブ手法の導入の不十分性等、いくつかの問題があることを指摘する。 
以上を踏まえた上で、本論であるアメリカの法制度の検討を始める。ここでは、①1969 年制定

の国家歴史保全法の立法過程、②連邦・州・地方政府という 3 層構造を前提とした多様な法制度、

そして、③判例という 3 つの柱が立てられる。第 1 の柱を扱う第 3 章では、国立公園局、下院議

員、内務省、ジョンソン政権といった様々なアクターが自ら提出した法案を通すためにいかなる

駆け引きを行い、国家歴史保全法に結実したプロセスを一次資料等を用いながら詳細に描く。第

2 の柱に関する第４章では、①国家歴史保全法制定後も、国家環境政策法、歴史保全ナショナル

トラスト法、条例等に多様な法令により歴史的環境が保全されていること、②連邦、州、地方政

府の各行政主体が互いに連携しつつも地方政府が中心となって規制を行っていることを示す。こ

こでは、いわば、多元的な歴史的環境保全システムが採用されていることを明らかにしようとす

る。そして、第 3 の柱について第 5 章は、判例の流れを丁寧にたどることによって、判例が①ニ

ューサンスによる事後的救済からポリスパワーに基づく予防的規制へ、②ポリスパワーに基づく

ゾーニングの否定から肯定へ、といった理論的発展を遂げており、現在もなお進行中であること

を明らかにする。 
そして、終章では、アメリカの歴史的環境保全の特徴を再度整理した上で、日本に示唆を与え

うるものとして、①史跡登録が柔軟に行われていること、②経済的インセンティブが多く用いら

れること、③歴史的環境アセスメント制度が存在することをあげる。 
以上が、本論文の概要であるが、本論文の意義は次の 2 つにまとめられる。第 1 に、日本に比

べると歴史の浅いアメリカで日本よりも進んだ歴史的環境保全制度が存在することを包括的に紹

介したことである。今まで日本には断片的にしか紹介されてこなかったアメリカの歴史的環境保

全の法システムを各地方政府の条例まで含めて包括的に描こうとしたことは大いに評価できる。

このような細部へのこだわりは、国家歴史保全法の立法過程に関する記述においても発揮されて

いる。第 2 の意義は、歴史的環境保全とポリスパワーの関係を判例分析によって明らかにしたこ

とである。ポリスパワー行使の要件である「一般福祉」の中には当初、歴史的環境保全は含まれ

ていなかった。ところが、「一般福祉」要件は時代と共に拡大し、まず、そこに「美観目的」が含
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まれるようになる。次いで、「美観目的」の中に「歴史的環境保全」が位置付けられることによっ

て、今や、「歴史的環境保全」のためのポリスパワーの行使が承認されている。この点に関し、日

本やドイツでも、警察法と環境保全の関係についても同様の理論の展開が見られ、アメリカにお

けるこのような判例理論の展開はきわめて興味深い。 
他方で、本論文にはいくつかの課題も残っている。第 1 に、各章ごとの議論の整理が若干不十

分である。終章では、各章の整理や関連性が整理されているので、終章を読めば各章の意義が明

確になるのであるが、読者の便宜のためには、各章でも議論の整理をもう少し丁寧にすべきであ

ろう。第 2 に、日本の法制度や判例の特徴や課題をさらに分析する必要があろう。これらを明ら

かにすれば、それだけアメリカの法制度や判例の積極的意義が浮かび上がるからである。以上の

ような課題が本論文にはあるものの、これによって、小幡氏がこれまで行ってきた研究の方向性

を修正する必要はなく、公表に至るまでに十分に対応できるものと考えられる。 
アメリカの収用理論、損失補償論、土地規制論については、日本にすでに多くの先行研究があ

る。しかし、本研究には、歴史的環境保全という各論的視点からこれらの議論に新たな知見を加

えるだけでなく、より深い分析ができる発展可能性がある。 


